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（３）認定就農者総合融資制度 

 
　　＜趣旨＞   
 　　 認定就農者総合融資制度は、平成25年度の農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、北海道

　　農業経営強化促進基本方針に位置づけられたもので、新たに農業に従事しようとする青年等

　　の円滑な経営開始を支援するため、制度資金の取扱等について、一般農業者とは別に定めら

　　れています。 

 
　　＜ポイント＞   
  　  ・認定新規就農者の経営開始（機械・施設の購入等）のための無利子資金として、「青年

　　　等就農資金」がある　 

　　　・青年等就農資金は、原則無担保・無保証人（融資対象物件以外の担保及び保証人は徴求

　　　しない）によることとし、担保能力に乏しい認定新規就農者に対する円滑な資金供給を図

　　　っている 

　　　・また、農地取得や運転資金等に対応する資金（経営体育成強化資金、農業近代化資金）

　　　との総合的融資が可能となるよう措置（融資機関と関係機関の連携調整、事業計画の審査、

　　　助言・指導など）されている 

 

　　＜対象とする資金＞   
　　　　　青年等就農資金、経営体育成強化資金、農業近代化資金 

 
       ●青年等就農資金

区分 摘要

貸付対象者 ①市町村長から青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者 

②農協、農協連合会、銀行等（認定就農者に転貸する場合に限る）

貸付対象経費 経営開始から５年間に必要な機械の購入費、施設の設置費、その他市町村から認定を受け

た青年等就農計画（認定就農計画）の目標達成に必要な長期資金等

貸付主体 日本政策金融公庫

信用保証 公庫が原則無担保無保証人で貸付。また、農協等が貸付主体となる場合、農業信用保証保

険制度の対象とする（無担保無保証人による保証引受）

貸付限度額 3,700万円（特認１億円） 

ただし、旧就農施設等資金の貸付を受けている方は、当該資金の貸付残高を差し引いた額

償還期間 17年以内（据置期間５年以内）

 

        ●経営体育成強化資金

         認定就農計画による農地取得について、下記の貸付条件の特例措置あり 

 区分 摘要

 貸付限度額 1,000万円（融資率100％）

償還期間 25年以内（うち据置５年以内）

 

        ●農業近代化資金

         認定就農計画に基づく貸付について、下記の貸付条件を適用

区分 摘要

貸付限度額 1,800万円（融資率80％）

償還期間 資金使途によって10～18年以内（うち据置５～７年以内）

 

 

　　＜手続きの流れ（北海道認定就農者総合融資制度取扱要領）＞   
                                                                                 
    ○　認定新規就農者になるまで 

　　　 ・新規就農希望者は、営農支援機関に就農相談 

 　　　・営農支援機関は、新規就農希望者に青年等就農計画の作成支援・指導 

 　　　・新規就農希望者は、市町村に青年等就農計画の認定を申請 

 　　　・市町村は、認定委員会（市町村、JA等）により審査を実施。市町村農業経営基盤強化促進基本構想に照らし

　　　　て適切と判断された場合、認定 
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認定新規就農者に対する総合的な融資の仕組み

公益財団法人北海道農業公社

市町村

青年等就農計画を作成・認定申請

各地区農業改良普及センター

認定新規就農者

窓口機関
（民間金融機関（農協、信連、農林中金、銀行、

信金及び信組）又は公庫道内各支店）

①提出

市町村農業経営基盤強化促進基本構
想に照らし適切と判断されれば青年
等就農計画を認定

農協・銀行・信用金庫等

株式会社日本政策金融公庫
（支店）

北海道農業信用基金協会

北海道信用農業協同組合連合会
（支所）

その他関係機関

経営改善資金計画書の作成
・借入申込希望書
・経営改善資金計画書
・認定就農計画書（写）
・認定通知書（写）
（・指導農業士等の意見書
の交付を受けている場合
は併せて提出）

⑦借入申込

⑨保証引受
可否通知

(希望する場合)

⑧契約申込

債務保証契約
申込書

借入申込書

⑥融資可否の通知

北海道
（総合振興局・振興局）

市町村農業金融制度総合推進会議

(認定の場合)

経営改善資金計画
認定通知書

②送付 ⑤認定可否を通知

青年等就農計画
認定通知書

経営改善資金計画認定通知書・
融資審査結果通知書

⑩貸付決定・
融資実行

市町村
（推進会議事務局）

道意見書
普及センターの調
書や関係機関の意
見書を参考に作成

〔2〕認定新規就農者
調書の作成依頼・
提出

〔1〕道意見書作成依頼

北海道農業協同組合中央会
（支所）

新規就農希望者

③推進会議の構成機関に計画書等
を配布
構成機関から計画書等に対する
意見書を集約

〔4〕道意見書回答

〔3〕道意見書等
の事前調整

青年等就農計画

④原則として文書協議方式で会議を開催
計画書等の認否について協議

〔4〕道意見書提出


